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1. 会社概要 

◆ 会社概要 

2022 年 3 月 31 日現在 

事業所名 新埼玉環境センター株式会社 

所在地 

本社 
〒355-0214 埼玉県比企郡嵐山町志賀 432-3 
TEL 0493-62-8121  FAX 0493-62-7323 

第三車庫分別場 〒355-0214 埼玉県比企郡嵐山町志賀 839-1 

第三車庫駐車場 〒355-0214 埼玉県比企郡嵐山町志賀 840-1、842-1 

小川営業所 〒355-0313 埼玉県比企郡小川町横田 275-1 

三郷営業所 〒341-0042 埼玉県三郷市谷口 901-63 

熊谷営業所 〒369-0104 埼玉県熊谷市冑山 259-41 

東秩父営業所 〒355-0374 埼玉県秩父郡東秩父村安戸 431 

代表者名 代表取締役  小田 正 

環境管理責任者 常務取締役  小田 正樹 

設立年月日 1980 年 4 月 17 日 

資本金 1,000 万円 

事業年度 2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日（第 43 期） 

事業規模 

売上高 757,341 千円 

収集運搬実績 9757.33 t 

工事実績 245 件 ※受水槽清掃実績を含む 

浄化槽管理実績 2,062 件 

従業員数 47 人 

収集運搬車両 28 台 

工事車両 4 台 

その他車両 29 台 

本社床面積 431.09 m2 

営業所総床面積 304.12 m2 

分別場面積 654.00 m2 

事業内容 

⚫ 一般廃棄物収集運搬業 
⚫ 産業廃棄物収集運搬業 
⚫ 浄化槽保守点検・清掃業 

 

⚫ 貯水槽清掃業 
⚫ 給排水設備工事業 
⚫ 建設業（とび・土工工事業・管工事業・

舗装工事業） 

Mail am-shins@shin-saitama.co.jp 

URL https://shin-saitama.com/ 
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◆ 廃棄物処理料金 

嵐山町、ときがわ町、東秩父村の委託廃棄物収集の他に、事務所や商店、飲食店など

から出る事業系廃棄物に関しましても収集を行っております。処理料金は排出される

廃棄物の種類（事業系一般廃棄物、産業廃棄物）や数量によって変わります。また、家

庭から出される粗大ごみの収集も行っております。 

 

お見積りは無料ですので、お気軽にご相談下さい。 

 

  

営業窓口 

担当者：小田 正樹 

TEL：0493-62-8121 

Mail：oda-masaki@shin-saitama.co.jp 

 

LINE 公式アカウントからも 

お問い合わせいただけます。 

 

mailto:oda-masaki@shin-saitama.co.jp
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2. エコアクション 21 組織図 

＜組織図＞ 

    新埼玉環境センター株式会社 

 

 

＜役割・責任・権限＞ 

代表者 

 エコアクション 21 に関する代表責任者 

 環境管理責任者を任命する 

 全体の取組状況を検証して、改善の指示及び環境方針の見直しの指示

をする 

環境管理責任者 
 環境経営システムの構築、実施及び運営管理を行う実務上の責任者 

 企画営業課の文書作成案に対する検証及び改善を指示する 

EA 事務局 

 環境目標及び環境活動計画案を作成する 

 環境負荷の実績、取りまとめ、集計を行う 

 環境レポートの作成、公表をする 

 活動実績、取り組み状況等を環境管理責任者に報告する 

 社員に対する教育訓練等を計画、実施する 

各部門全社員  環境方針を理解し、環境への取り組みを日常活動で実践する 

環境管理 
責任者 

代表取締役 

EA 事務局 

廃棄物部門 浄化槽部門 総務部門 工事部門 営業部門 

分別場 小川営業所 熊谷営業所 
東秩父 
営業所 

三郷営業所 
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3. 施設状況 

〈車両関係〉 

種類 車体の形状等 台数 

収集運搬車両 

塵芥車 14 

糞尿車 3 

キャブオーバ 2 

脱着装置付コンテナ専用車 4 

吸引車 1 

冷蔵冷凍車 1 

軽トラック 3 

小  計 28 

工事車両 

ダンプ 2 

キャブオーバ 1 

軽トラック 1 

小  計 4 

作業車 

浄化槽点検車 14 

ショベル 2 

高圧洗浄車 1 

カメラ車 1 

小  計 18 

その他 － 12 

合  計 62 
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4. 許可・登録の内容 

＜廃棄物部門・浄化槽部門＞ 

 

 

＊2019 年より電子マニフェスト対応 

  

別　表

産業廃棄物処理業等許可情報一覧表（2022年9月3日現在）

都道府県 許可番号

許可年月日

及び

有効期限

燃

え

殻

汚

泥

廃

油

廃

プ

ラ

類

紙

く

ず

木

く

ず

繊

維

く

ず

動

植

物

性

残

さ

金

属

く

ず

ガ

ラ

ス

・

コ

ン

ク

リ

ー

ト

・

陶

磁

器

く

ず

が

れ

き

類

埼玉県 01106045956
令和4年10月4日

令和11年8月4日
●

●

*2
●

●

*1,2
● ● ● ●

●

*2

●

*1,2

●

*1

群馬県 01000045956
令和3年5月18日

令和10年5月17日
● ●

●

*1
● ● ●

●

*1

●

*1

※　積替え保管を除く

*1　石綿含有産業廃棄物を含む

*2　水銀使用製品産業廃棄物を含む

品目

都道府県 許可番号

許可年月日

及び

有効期限

感

染

性

埼玉県 01156045956
令和2年6月30日

令和7年5月16日
●

群馬県 01050045956
令和4年7月10日

令和11年7月9日
●

※　積替え保管を除く

許可品目（●）産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業



 

 

7 

 

その他業の登録証 

行政区 許可番号 

許可年月日 

及び 

有効期限 

許可の種類 

嵐山町 第 R3-6 号 
令和 4 年 4 月 1 日 

令和 6 年 3 月 31 日 

一般廃棄物処理業(*1) 

（収集・運搬及び積替え・保管） 

小川町 指令第 95 号 
令和 5 年 4 月 1 日 

令和 7 年 3 月 31 日 

一般廃棄物処理業 

（収集及び運搬） 

東秩父村 許可第 04-4 号 
令和 5 年 4 月 1 日 

令和 7 年 3 月 31 日 

一般廃棄物処理業 

（収集・運搬） 

ときがわ町 指令第 10 号 
令和 4 年 4 月 1 日 

令和 6 年 3 月 31 日 

一般廃棄物処理業 

（収集及び運搬） 

滑川町 指令滑第 5-4 号 
令和 5 年 4 月 1 日 

令和 7 年 3 月 31 日 

一般廃棄物処理業 

（収集・運搬） 

寄居町 第 A2305CU027 号 
令和 5 年 5 月 1 日 

令和 7 年 4 月 30 日 

一般廃棄物処理業 

（収集・運搬） 

川越市 第 154 号 
令和 4 年 4 月 1 日 

令和 6 年 3 月 31 日 

一般廃棄物収集運搬業 

（運搬） 

深谷市 第 3 号 
令和 4 年 4 月 1 日 

令和 6 年 3 月 31 日 

一般廃棄物収集運搬業 

（収集・運搬） 

三芳町 第 12 号 
令和 5 年 4 月 1 日 

令和 7 年 3 月 31 日 

一般廃棄物処理業 

（収集・運搬） 

東松山市 第 0311020 号 
令和 5 年 4 月 1 日 

令和 7 年 3 月 31 日 

一般廃棄物処理業 

（収集・運搬） 

本庄市 許可第 232 号 
令和 5 年 4 月 1 日 

令和 7 年 3 月 31 日 

一般廃棄物処理業 

（運搬） 

埼玉県 第 6-6018 号 
平成 31 年 4 月 1 日 

平成 36 年 3 月 31 日 
浄化槽保守点検業 

嵐山町 許可第 R3-7 号 
令和 4 年 4 月 1 日 

令和 6 年 3 月 31 日 
浄化槽清掃業 

小川町 指令第 96 号 
令和 5 年 4 月 1 日 

令和 7 年 3 月 31 日 
浄化槽清掃業 

東秩父村 許可第 04-4 号 
令和 5 年 4 月 1 日 

令和 7 年 3 月 31 日 
浄化槽清掃業 

(*1：積替え・保管の上限量は 16 ㎥/日、面積は 1,360 ㎡とする。) 
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＜工事部門＞ 

種類 許可都市県 許可番号 許可年月日 有効期限 

浄化槽工事業 埼玉県 届 11 第 1237 号  期限なし 

一般建設業 

（土木工事業、とび・土工工事

業、石工事業、管工事業、ほ装

工事業、しゅんせつ工事業、水

道施設工事業、解体工事業） 

埼玉県 (般-1)第 54858 号 令和元年 9 月 27 日 令和 6 年 9 月 26 日 

下水道排水設備指定工事店 嵐山町 指定第 6 号 令和 2 年 4 月 1 日 令和 7 年 3 月 31 日 

下水道排水設備指定工事店 小川町 第 112 号 令和 3 年 7 月 1 日 令和 7 年 6 月 30 日 

指定給水装置工事事業 嵐山町 指定第 61 号 令和 4 年 3 月 1 日 令和 9 年 9 月 29 日 

指定給水装置工事事業 ときがわ町 第 64 号 令和 4 年 9 月 30 日 令和 9 年 9 月 29 日 

指定給水装置工事事業 東秩父村 指定第 28 号 2022 年 9 月 16 日 2027 年 9 月 15 日 

浄化槽設置工事 ときがわ町 指定第 20 号 平成 18 年 2 月 1 日 期限なし 

合併処理浄化槽設置工事 東秩父村 指定第 11 号 平成 17 年 7 月 20 日 期限なし 

指定給水装置工事事業 川島町 第 142 号 平成 29 年 8 月 2 日 令和 6 年 9 月 26 日 

指定給水装置工事事業 上里町 指定第 186 号 平成 29 年 7 月 28 日 令和 6 年 9 月 26 日 

指定給水装置工事事業 深谷市 第 10413 号 平成 29 年 7 月 27 日 令和 6 年 9 月 26 日 

指定給水装置工事事業 寄居町 指定第 225 号 平成 29 年 7 月 27 日 令和 6 年 9 月 26 日 

指定給水装置工事事業 東松山市 第 303 号 平成 29 年 7 月 27 日 令和 6 年 9 月 26 日 

指定給水装置工事事業 三芳町 第 192 号 平成 29 年 8 月 9 日 令和 6 年 9 月 26 日 

建築物飲料水貯水槽清掃業 埼玉県 

埼玉県 28 貯 

第 61－26－125

号 

平成 28 年 11 月 28 日 平成 34 年 11 月 27 日 

※一般建設業は事業内容記載以外実績なし。 
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5. 環境経営方針 

＜基本理念＞ 

 近年、環境への配慮は企業の取り組みとして当然で、エコアクション 21 を導入し取り組

むことにより、廃棄物収集運搬業と建設業の事業活動に伴う環境負荷（二酸化炭素、水、そ

の他資源）を低減し、環境への影響を最小限にとどめ、積極的に環境への取り組みを進めて

まいります。 

 

＜行動方針＞ 

1. 具体的に次のことに取り組みます。 

 

① 二酸化炭素の排出量の削減 

② 省燃費車の導入やエコ運転による燃費の向上 

③ 水使用量の削減 

④ 廃棄物の適正処理（分別、処分） 

⑤ 顧客満足度（安全運転、挨拶、対応）の向上 

 

これらについて環境目標・活動計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的な改善

に努めます。 

 

2. 事業活動に適用される環境法規則等を遵守します。 

3. 教育・訓練により、従業員の環境に関する知識と意識を高めます。 

 

 

 

  

 

 

制定日：2018 年 2 月 1 日 

 

           新埼玉環境センター株式会社 

代表取締役   小 田   正 
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6. 環境経営目標 実績・評価・中期目標 

＜実績・評価＞ 

項    目 2022 年度目標 
2022 年度実績 

（目標達成率） 
結果 

二酸化炭素排出量 280,000 kg-CO2 
286,143 kg-CO2 

（98％） 
× 

車両燃費の向上 4.8 km/L 
4.8km/L 

（100％） 
○ 

電力使用量削減 44,741 kWh 
39,010kWh 

（115％） 
○ 

上水使用量の削減 1,171 m3 
1,401m3 

（84％） 
× 

コピー用紙の紙使用量の削減 122,043 カウント 
119,556 カウント 

（102％） 
○ 

事務所から出る廃棄物の減量 1,006kg 
1,179kg 

（85％） 
× 

工事に伴う廃棄物の再資源化率 100％ 100％ ○ 

安全運転講習の実施 １回 1 回 ○ 

地域活動への参加 １回 1 回 ○ 

環境配慮工事の実施 実施 実施 ○ 

環境配慮サービスの提供 実施 実施 ○ 

※二酸化炭素の排出係数は「0.468（KDDI 株式会社 2021 年）」を適用。 

  

        

小田 

環境管理責任

        

安藤  

企画営業課 

作 成 承 認   
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＜中期目標＞ 

項目 単位 基準 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

二
酸
化
炭
素 

車両燃費向上 
km/L 4.4 4.8 4.8 4.8 

基準比 100％ 109％ 109％ 109％ 

電力使用量削

減 

kWh 45,654 44,284 43,828 43,371 

基準比 100％ 97% 96% 95% 

排
水 

上水使用量の

削減 

m3 1,195 1,171 1,171 1,171 

基準比 100％ 98% 98% 98% 

廃
棄
物 

コピー用紙の

使用量削減 

カウント 127,128 120,772 120,772 120,772 

基準比 100％ 95％ 95％ 95% 

廃棄物量減量 
kg 1,059 1,006 1,006 1,006 

基準比 100％ 95％ 95％ 95％ 

工事に伴う廃

棄物の再資源

化率 

- 100％ 100％ 100％ 100％ 

社
会
貢
献 

安全運転講習

の実施 
回 1 1 1 1 

地域活動への

参加 
件 1 1 1 1 

環境配慮工事 - 実施 実施 実施 実施 

環境配慮サービスの

提供 
- 実施 実施 実施 実施 

＊「車両燃費」「上水使用量」「廃棄物量」はこれ以上の向上が見込めないため、維持の目標設定とする。 

＊「電力使用量」は 2020 年に社屋移転により床面積が増えたため、2020 年度の実績を基準とする。 

＊「工事に伴う廃棄物」は受注する工事の種類によって大きく変動するため、再資源化率の目標設定とする。  

        

小田 

環境管理責任

        

安藤  

企画営業課 

作 成 承 認   
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7. 環境経営計画実績・評価・次年度計画 

 

項    目 
結

果 
評価 

次年度計画 

車両燃費

の向上 

省燃費車両の導入 

エコ運転の徹底 
○ 

車両の購入はなかった。 

エコ運転の実施により燃費の目標は達成

できた。次年度も引き続き実施する。 

継続 

電力使用

量の削減 

不必要な電灯の消灯 

機器類の自動スリープ機能

の設定 

○ 

社屋の引越に伴い、オートライトを導入

した。社屋が広くなったため、空調機器

に電力を多く使うようになった。電力以

外の空調機器を併用して、CO2排出量を

抑えたい。 

継続 

上水使用

量の削減 

洗車時の節水 

事務所での節水の呼びかけ 
○ 

節水の呼びかけをした。 

引き続き行う。 
継続 

コピー用

紙使用量

の削減 

事務手続き書類の簡素化 

社内回覧のペーパーレス化 

チャットツールの活用 

○ 

事務書類を見直し、簡素化した。 

チャットツールを活用し、書類を削減し

た。 

ワークフローを導入した。 

継続 

廃棄物の

適正処理 

事務所から出るゴミの減量 

分別の徹底 

リサイクル可能なものの選

別 

○ 
分別を徹底して行った。 

引き続き行う。 
継続 

顧客満足

度の向上 

安全運転講習の実施 

接客の見直し 
○ 講習会を実施した。引き続き行う。 継続 

地域活動

への参加 

美化運動 

公園の整備 
○ 河川敷の清掃を行った。引き続き行う。 継続 

環境配慮

工事 

排出廃棄物の再生化 

再生材料の使用 

低騒音・排出ガス対策重機

の使用 

積荷の指導 

○ 実施した。引き続き行う。 継続 

環境配慮

サービス 
排出事業者への分別指導 ○ 実施した。 継続 

        

小田 

環境管理責任

        

安藤  

企画営業課 

作 成 承 認   
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環境関連法規等の遵守状況と違反・訴訟等の有無 

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

一般廃棄物の収集又は運搬に関する許可 第 7 条 〇 

事業者は産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 第 11 条 〇 

事業者は「産業廃棄物処理基準」に従わなければならない。 第 12 条 〇 

多量排出事業者は処理計画を作成し、都道府県知事に提出する 第 12 条 〇 

事業者は産業廃棄物管理票を交付しなければならない。 第 12 条－3 〇 

毎年度、産業廃棄物管理票交付等状況報告を行う。 第 12 条 3－7 〇 

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く）の収集又は運搬に関

する許可 
第 14 条 〇 

特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に関する許可 第 14 条－４ 〇 

自社排出水銀含有廃棄物の適正保管・処理 第 6 条 ○ 

【嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例】   

適用される事項 該当条項 遵守状況 

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可 第 7 条 〇 

許可業者は許可申請書の記載事項に変更が生じた場合、変更届

を届け出なければならない。 
第 8 条 〇 

許可業者は処理状況報告書を提出しなければならない。 第 10 条 〇 

【廃掃法施行規則】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

廃棄物の保管基準 第 8 条 〇 

【嵐山町環境保全条例】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

事業者は、事業活動により良好な環境を害しないように努めな

ければならない 

第 1 章 

第 4 節 
〇 

【浄化槽法】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

設置後等の水質検査 第 7 条 〇 

定期検査の通知、実施 第 11 条 〇 

浄化槽工事業の許可 第 21 条 〇 

浄化槽清掃業の許可 第 35 条 〇 

浄化槽の保守点検業の登録制度 第 48 条 〇 
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【家電リサイクル法】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

適切な運搬、措置への協力 第 6 条 〇 

家電リサイクル券の購入 第 34 条 該当なし 

【騒音規制法・振動規制法】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

指定地域内において、法の規制基準の遵守、届出 第 14 条 〇 

【オフロード法】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

基準適合してなければ使用できない 第 17 条 〇 

【自動車リサイクル法】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

所有者は、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めな

ければならない。 
第 5 条 該当なし 

所有者は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取

業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。 
第 8 条 該当なし 

【建設リサイクル法】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化等に要する費

用を低減するよう努めなければならない。 
第 5 条 〇 

建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られ

た建設資材を使用するよう努めなければならない。 
第 5 条－2 〇 

建設工事受注者は分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃

棄物について、再資源化をしなければならない。 
第 16 条 〇 

【フロン排出抑制法】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

業務用エアコンの簡易点検（室外機、室内機） 第 16 条 〇 

【NOx・PM 法】 

適用される事項 該当条項 遵守状況 

自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に必要な措置を講ずる

ように努める。 
第 4 条 〇 

環境関連法規等は遵守されていました。また、違反・訴訟等も創業以来ありませんでした。 

 

最新版確認日：2023 年 3 月 1 日 

遵守確認日 ：2023 年 4 月 1 日 
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8. 代表者による評価・見直し 

 

〈報告事項〉 

環境関連法規等の遵守状況と

違反・訴訟等の有無 

違反・訴訟等はなかった。 

環境目標の達成状況 
上水使用量・一般廃棄物排出量に関しては達成できなか

った。 

外部からの苦情・要望 
外部からの苦情・要望はなかった。 

その他 
特になし。 

 

前年に引き続き燃料費の高騰は車両の台数が 50 台を超える弊社には大きな課題になってい

ます。電気自動車の導入前に電気充電スタンド、航続距離問題もあり本当の意味での働き方

改革が必要と考えています。社内 DX は徐々に進んでおり今後多方面で結果がでると感じ

ています。 

 

〈変更の必要性〉 

1.環境経営方針 無 

2.環境経営目標 無 

3.環境活動計画 無 

4.体制 無 

 

 

              2023 年 6 月 1 日  代表取締役 小田  正 


